
枝番準林班 小班
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所在番号

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

地番

北４

林班 地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及
び方法

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容（Ｃ）

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権
の始期

備考

北３

北５

13

15

北６

17 北７

北９
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枝番準林班 小班所在番号

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

地番 林班 地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が甲にＤを
支払うべき時
期、相手方及
び方法

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭（Ｄ）の額の算定方法

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容（Ｃ）

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権
の始期

備考

27

28

29

30

21

22

26

23

24

25

北１３

北１１

31
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